
令和４年１２月２１日

県立延岡病院長　寺尾　公成

１　競争入札に付する事項

 (1)　委託件名 本館特定建築物定期点検他業務委託

 (2)　委託場所 宮崎県立延岡病院（延岡市新小路２－１－１０）ほか

 (3)　委託期間 契約日から令和５年３月３１日まで

 (4)　業務内容 本館、公舎等の建築物及び建築設備の定期検査

２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

※入札参加資格の確認は、開札後決定する落札候補者に対してのみ行う。（事後審査）

※事業所の所在地に関する事項の「本店」とは、登記簿上の本店とする。

３　契約条項を示す場所及び期間

 (1)閲覧場所 県立延岡病院　事務部総務課（延岡市新小路２－１－１０）

 (2)閲覧期間 令和４年１２月２１日から令和５年１月５日まで

その他の事項
①庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る条件付一般競争入札公告共通事
項書の２項に示す事項

入　札　公　告

　条件付一般競争入札を次のとおり実施する。

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時
まで（正午から午後１時までを除く。）とする。

配置技術者に関
する事項

　本業務に係る入札に参加する者に必要な資格は、庁舎等の設備維持管理業務の委託契約
に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成６年宮崎県告示第1058号の３)に基づく
入札参加資格の認定を受けている者で、開札日当日において次の要件を満たしているこ
と。

事業所の所在地
に関する事項

同種業務の実績
に関する事項

　令和４年度に1,000㎡以上の建築基準法第12条に基づく建築物及び建築設備
の定期点検業務（建築物の劣化状況調査等を含む。）とほぼ同じくする一契約
に基づく業務（「以下、同種業務」とする。）を受託し、誠実に履行している
者、又は、平成２９年４月１日から令和４年３月31日までの間に、同種業務を
１回以上確実に履行した実績を有する者であること。（発注者は、国、県、市
町村に加え民間事業者等を含むものとする。）

宮崎県内に本店または支店（営業所等を含む）を有していること。

　業務責任者として、一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員、建築設
備検査員資格者の資格を有する者を配置することができること。業務責任者
は、入札執行日の前日までに直接的な雇用関係を有する者であること。（３ヶ
月以上の雇用関係を有する者であること。）



４　入札日程等に関する事項

・県立延岡病院で閲覧、配付

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能(注)

県立延岡病院へ持参又は郵送

※郵送の場合は書留郵便に限る

※郵送の場合は期限内に必着のこと

県立延岡病院へ持参又は郵送

※郵送の場合は書留郵便に限る

※郵送の場合は期限内に必着のこと

(2) 入札説明書等のダウンロードが行えるホームページアドレス

・県立延岡病院ホームページ

https://www.nobeoka-kenbyo.jp/

・県庁ホームページ（宮崎県病院局）

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/byoin/

※ホームページ更新のタイミングによっては、当該文書の掲載が遅れる場合がある。

５　その他の事項

(1)　この一般競争入札に関する詳細は、庁舎等の設備維持管理業務の委託契約に係る条件

付一般競争入札公告共通事項書に示すとおりとする。

(2)　本件入札においては、最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札

については、これを無効とする。なお、最低制限価格より低い価格の入札をしたものは、

再度の入札に参加できないものとする。

　予定価格の範囲以内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の

入札を行った者（落札候補者）で、必要な資格に関する事項を満たした者を落札者とす

る。

(3)　開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、直ちに再度の入札を行う。再

度の入札の回数は、１回とする。なお、次のいずれかに該当する者は、再度の入札に参

加することはできない。

・初度入札に参加しなかった者

・初度入札に参加したが開札に参加しなかった者

・連合その他不正な行為があった入札をした者

　発注機関における配付、閲覧及び質問の受付は、宮崎県の休日を定める条

例（平成元年宮崎県条例第２２号）第２条に規定する休日を除く午前８時３

０分から午後５時（正午から午後１時までを除く。）とする。

入札書受付期間

入札結果の公表

開札日時 ２階地域医療センター

令和４年１２月２１日　９時から

令和５年１月５日17時00分まで

（注意） (1)

県立延岡病院で閲覧
令和５年１月１７日から

令和５年３月３１日まで

令和５年１月６日

　　13時30分

入札説明書等の
閲覧、配付

令和４年１２月２１日から

令和５年１月５日まで

質問の受付

回答の閲覧
令和５年１月５日まで

県立延岡病院で閲覧

令和４年１２月２１日から

令和４年１２月２６日まで

令和４年１２月２１日から

入札手続等 期間・期日等 場所・留意事項等





























（案） 

本館特定建築物定期点検他業務委託契約書 
 
宮崎県（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）とは

本館特定建築物定期点検他業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 
   
 （目的） 
第１条 甲は、本館特定建築物定期点検他業務（以下「委託業務」という。）を乙に
委託し、乙は、これを受託するものとする。 

 （委託期間） 
第２条 委託業務の委託期間は、令和５年 １ 月  日から令和５年３月３１日まで
とする。 

  （委託料） 
第３条 委託業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金       円（消
費税及び地方消費税、金      円を含む。）とする。 

  （契約保証金） 
第４条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付し

なければならない。 
２  甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に

帰属させることができる。 
  (第４条 契約保証金は、免除する。) 
  （委託業務の処理方法） 
第５条 乙は、委託業務を甲が定める仕様書、関係法令及び甲の指示に従って処理し
なければならない。 

２ 乙は、現場作業監督者を選定し甲に通知しなければならない。変更したときも同
様とする。 

３ 乙は、委託業務を実施しようとするときは、あらかじめ甲に連絡して甲の立ち会
いを求めなければならない。 

 （再委託の禁止） 
第６条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の 
  書面による承認を得たときは、この限りでない。 
  （権利の譲渡等の禁止） 
第７条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさ
せてはならない。 

  （実地調査等） 
第８条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その
他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 

  （報告書の提出） 
第９条 乙は、仕様書に基づき業務を実施するものとし、業務を実施したときは、業
務報告書（以下「報告書」という。）を速やかに甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書（以下「完了報告書」
という。）を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、報告書（又は完了報告書）を受理したときは、その内容を審査（又は検査）
し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。 

４ 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内
にその指示に従いこれを補正しなければならない。前３項の規定は、この項の規定
による補正について準用する。 


























